
 

『新型コロナでの労災認定 厚生労働省が事例を公開』 
 

 おさまる気配のない新型コロナウイルス感染症。今なお、各地で感染が拡大している。テレワークの広

がりは期待ほどではなく、通勤電車は従来に近い程度に混雑している。通勤途中に新型コロナウイルス

に感染した場合、労災認定されるのかについてなど、労働者からは不安の声が上がっているところだが、

厚生労働省は新型コロナウイルス感染症にかかる労災請求の参考用に具体的な事例を公表した。 

 医療従事者の場合、業務外で感染したことが明らかな場合を除いて、原則として労災保険給付の対

象となることが明確にされている。また、医療従事者以外の労働者の場合、感染経路が特定され、感染

源が業務に内在していることが明らかな場合は労災保険給付の対象となる。 

 具体的には、飲食店勤務者が店内業務に従事しており、新型コロナウイルス感染者が店舗に来店し

ていた、同時期に複数の同僚も感染している場合など、感染経路が特定でき感染源が業務に内在して

いたことが明らかな場合は認定されるとしている。また、小売店勤務者が感染したケース

では、感染経路が特定されなくても発症前の業務内容が接客で感染リスクが相対的に

高い場合、かつ、私生活における感染リスクが低い場合などは認定されるとしている。 

 
  出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 

 

 『コロナ税特法での消費税の課税選択の特例 課税期間の開始後でも課税事業者選択可能』 

 
 新型コロナ税特法のひとつに、消費税の課税選択の変更に係る特例がある。消費税の課税事業者を選択する
（又はやめる）にあたっては、原則として、その課税期間の開始前に届出書を提出する必要があるが、今般の新型

コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、一定要件に該当するときは、税務署に申請し、税務

署長の承認を受けることで、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する（又はやめる）ことができる。 

 一定要件とは、（1）特例に係る法律の施行日（2020年4月30日）以後に申告期限が到来する課税期間におい

て、（2）新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月1日から2021年1月31日までの期間の内、一定期間

（1ヵ月以上の任意の期間）の収入が、前年同期に比べて概ね50％以上など著しく減少した場合で、かつ、（3）そ

の課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合、となっている。 

 ここで問題となりそうなのが、「概ね50％以上減少」だ。収入金額の減少がわずかに50％に届かないケースでは

特例の適用に迷うところだが、この基準の適用については、現に収入の減少が50％に届かないことのみをもって

一概に否定するものではなく、収入の減少が50％に届かない場合でも、今後さらに減少率の上昇が見込まれる

場合などは、これを勘案して総合的に判断するとみられており、税務署への相談をお勧めしたい。 

 原則として、消費税の申告期限は、法人は課税期間の終了の日の翌日から2ヵ月、個人は、課税期間の翌年の

3月末だ。国税通則法11条の規定による期限延長を受けている場合には、その延長された期限が承認申請期限

となるので、最寄りの税務署に相談を。また、新型コロナ税特法の特例により課税事業者を選択した課税期間の

翌課税期間において、課税事業者の選択をやめることもできる。 
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